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上配公務闘の舵亡iょっき匂上紀快駒料繍求者以外の下肥の唱fiこ対し‘
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第 1 機 構 l 号 i二練定する場合的雌麟年？最多，
の雌定じよる弔慰金｛同法阿保鱗 21買の欄Ji!による婦合を怖く晶）‘

給すパきものと決定して｛議定通知書記骨｝鱗 号

年 月 日付け｝ 遺旗年金肱.を交付したことを紙明
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備考
1 扶肋料締常者が週tt高年金又は弔慰金を受けたζ止がなく‘扶助料精米者以外
的事fが..廃年金を！受けたときはら潰蛾年金の織；定について臨明し、遺蟻年金を
受けた吾がなく扶助糾鮒求者以外の曹が硝慰金を焚けたと舎は忌弔慰金の餓2さ
について縦明するこど．

2 趨麟年金又は弔慰金受給者が．公務員と婚期的脳出をしても’‘ない泊号、著書J療上
婚姻欄悌と問機的事情にあった者であると舎は”公務員とめ続桝は f：事寓上の
婚姻閥悌にあった者Jと配載するニと也


